
車線規制　の作業手順 改定

重篤度
可能性の

度合
リスク評

価 優先度
・作業打合せ（ＫＹ活動）各項目を読みあげ確認 ・規制簿登録時に規制箇所種別を前日確認し下記の条件を十
・作業人員の確認、使用車両の点検確認 分考慮し計画をする
・規制班編成

・車両運行前の複数人での『車両一周確認』
①走行車線規制時は、テーパー開始位置を極力直線区間や緩
やかな右カーブ部を選定

・保護具の点検 ②追越車線規制時は、テーパー開始位置を極力直線区間や緩
やかな左カーブ部を選定

・使用規制材の点検・点灯確認 ・安全品質作業指示書により、作業分担・配置の確認、発炎筒
の使用確認

・使用機械、器具の点検 ・安全太郎の車両後部アオリへの設置の禁止（荷台への積込み）
・規制協議書の写しを携帯する ・規制整理番号の確認
・積み荷の確認、規制箇所との規制材数量確認 ・運行前点検、持ち込み点検等よる
・規制責任者から作業員個々への作業分担指示・指名 ・個々の作業分担を明確にする。
（運転手1名、監視・誘導者1名、設置者1名、設置補助員必要数） ・熱中症対策期間は、保安員を1名増員する
・業務用プレート確認
・作業箇所の確認（規制位置の線形確認便乗規制の確認等） ・規制予定の確認（規制協議書に合わせた標識設置の徹底）
　（登坂車線の有無、閉切りの確認） ・朝礼時に笛が迅速に使用できるか確認する(首から下げる、
・車両誘導の笛の携行 又はヘルメット固定)
・シラスンダ－の携行と動作確認・飛散対策の確認

  ラバコン設置・撤去時のシラスンダ－稼働時は、運転手は緊急停止をする。
・一宮管制室・メンテ事務所への規制開始連絡 ・規制整理番号の確認
・規制材（標識）の設置 ・黄旗等による一般車への注意喚起（線形の悪い場合は保安 ・本線横断時、通行車両に轢か 5 3 8 Ⅳ ・目視での上流確認

員の増員） れケガをする
・予告矢印板の設置（1000m.800m.300mの路肩側に）(走行車線のみ実施) ・矢板は白線より出さない位置に設置 ・保安員の配置と的確な誘導
・注意喚起用のピカポンを設置(300mの路肩側に) ・本線横断時は保安員の指示に従う
・走行、追越別の車線減少、側走行標識等の標示確認 ・車両移動時の荷台乗車の禁止 ・作業員が荷台より墜落しケガ 3 2 5 Ⅲ ・昇降用設備の使用

・標識の強固な固定 をする
・可変速度標識がある場合は、規制材の速度標識表示と矛盾しないよう、 ・複数人数による標識運搬及び本線横断時の合図の徹底 ・標識が倒れ通行車両に当たり 4 2 6 Ⅲ ・２名にて作業する（持ち手と締
　必要に応じ目隠しをする 事故となる 　め手）

・中央道愛知県側と東環道全線規制時は、事務所に連絡し　マル５０の確認をする ・路肩からの退出時、一般車に 5 3 8 Ⅳ ・運転手、助手による後方確認
・必要に応じ登坂車線の閉切りを実施する ・登坂車線を閉切り、標識を設置する 追突される
・緊急時の避難指示はシラスンダ－を稼働させる ・緊急時の際は、シラスンダ－を稼働し、運転手及び作業員へ ・登坂車線では作業員が 5 2 7 Ⅳ ・登坂車線を閉切り標識を

　避難指示を行う。 　車と接触する 　設置する
・テーパー手前100ｍ（線形による）程度の位置に保安員を配置する ・追越側への進入時合図誘導の徹底 ・追越横断時、作業車と一般車 5 3 8 Ⅳ ・保安員と運転手の十分な

　が接触 　打ち合わせ
・線形の悪い場合は,保安員の増員、予告矢印板の増設及び ・仮テーパー内へ通行車両が突 5 3 8 Ⅳ ・大きな旗振り動作により注意

っ込み、保安員がはねられる

・標識車及び規制材車の侵入と同時に発炎筒（3本）を使用し保安員2名にて仮テーパー 発炎筒を複数設置し、通行車両に対して注意喚起すると共に 　喚起を送る
　設置し、テーパー完成まで車両追い出し作業を行う。 通行車線へ誘導する ・車両の途切れ具合を見て仮
・規制箇所より300ｍにて、20ｍ間隔で矢印板を設置し、16枚＋2枚で直線的に ・カーブテーパーにならないよう設置する 　テーパーを作る
　テーパーを運転手2名、作業員1名にて設置する。 ・矢印板設置時は保安員を付け誘導する
・携行式LED警告灯 ピカポンを矢印板の中間に設置する。 ・矢印板は専用ウェイトで固定する。
・ピカドラ2基及びビデオ撮影看板1枚をテーパー内に設置する。
・作業車両の車間距離を確保する ・警告灯、i光太郎・花子の点灯、動作確認 ・テーパー内に一般車が突っ込 5 3 8 Ⅳ ・保安員の配置
・警告灯（散光式警告灯・バイライト・AVライト）、i光太郎・花子を協議書に従い設置する ・回転灯・i光太郎・花子の転倒防止処置及び標識車のハンドルき み、作業員をはねる ・矢印板設置者は、後方の通

　り、歯止めの確認 　行車両を注視する

・発炎筒の使用後の回収と、発炎筒による火災に注意する ・発炎筒による火災が発生する 3 1 4 Ⅱ 消火するカンの配備
・看板車はテーパー設置後、可能な限り通行帯より反対側に寄せ停車
させて下流側２０mにセーフティーバーを設置し駐車しておく。
（運転手1名、監視・誘導者1名、設置者1名、設置補助員必要数）

・ラバコンを20ｍ間隔に設置する(必要に応じてラバコンの設置間隔を狭くする) ・愛知側の作業箇所は１０ｍ間隔とする ・ラバコンを落とし通行車両に当 3 3 6 Ⅲ ・確実にラバコンを持つ
・設置作業時の安全速度の徹底 ・車両の発進停止の合図は笛と動作によりはっきりと行う たる 　（必要な滑り止めの措置）
　（ラバコン設置は低速で荷台作業を考慮した徐行速度とする） ・ラバコン設置位置及び向きを統一して設置 ・看板等が転倒し通行車両に当 3 3 6 Ⅲ ・荷ほどきした後、不安定な状
・工事箇所始まりに工事内容看板設置 ・看板等の転倒防止処置 たる 態でないかか確認

・荷卸し積込みの際、不安定な
状態で放置しない

・規制解除位置に解除標識、お詫び標識を設置する ・車両の駐車時の歯止め、ハンドルきり、サイドブレーキの確認
・規制区間が長い場合は、500ｍ毎に誤進入防止矢印板1枚とラバコン1本 ・本線横断時は保安員の指示に従う
 を設置し、速度可変標識は㊿の目隠しをする。 ・目隠し設置の為停車後、矢印板1枚、コーン1本を設置し、追突防止対策を

した後に作業を行うこと。(矢印板及びコーンは規制内に残置しておく)
　　 することとする（目隠しカバー回収忘れ防止のための目印として）
・工事箇所の手前に車輌強制停止装置または防護車を６０ｍ以上の離隔をとり設置する ・線形により、効果的な位置を決め設置する
・車両誘導を指名された者は、作業状況・通行状況を監視作業を行う。 ・車両誘導を指名された者は、車両誘導の役割を行う（前進・停車等） ・通行車両が規制内に突っ込 5 2 7 Ⅳ ・保安員の配置
・作業中の荷台作業員の安全確保（通行車両の動作確認） ・笛使用及び手の動作・ｸﾗｸｼｮﾝによる合図（通常作業時） み作業員がケガをする
・緊急事態時の発見と通報連絡　シラスンダ－の活用 　(作業前に運転手と誘導者の緊急停車時の伝達確認を行う)

　（荷台に乗車する作業員は監視員がいるからと過信せず警笛を直ぐに吹け
・作業時は、楽ちん楽座（転落防止）を使用する。設置出来ない場合は、 　るように準備（装着）しておく）
アオリ部分に補助ロープを固定設置し、体制を崩した際、
　補助ロープを掴み転落を回避する。（荷台から設置時） ・資機材による作業ｽﾍﾟｰｽ狭小（無理な姿勢）での作業とならないよう注意。

・姿勢を崩し荷台から転落 3 4 7 Ⅳ ・転落防止措置

・保安員は、標識車の前方（安全な場所）でテーパー監視し、異常が ・一般車がテーパー部に突っ込む 5 2 7 Ⅳ ・保安員によるテーパー部
　あれば是正する 　監視
・車両の出入りがある場合は、工事用車両出入り口を明示し、工事車両に分 ・規制進入時は大きく黄旗を振り、合図を送る ・入退出時、車両と一般車がぶ 5 2 7 Ⅳ ・保安員の誘導に従う
　かるよう大きな合図を送る ・規制退出時は、運転手と合図を打合せ通行車両の合い間を広く つかる ・回転灯、ハザードランプの適

　取り誘導する 宜点灯
・セ－フティ－バ－を監視員の10ｍ程度下流に設置 ・後退誘導等は、運転手から見える位置で笛と手の動作で誘導 ・後続一般車両との車間距離を

　を行う。 広く取る

・作業車がバックして保安員を轢く 4 2 6 Ⅲ ・セーフティーバーの設置
（運転手1名、監視・誘導者1名、回収者1名、撤去補助員必要数）

・解除標識、お詫び標識を倒し、規制材車に積む ・ラバコン回収は低速で荷台作業を考慮した徐行速度とする
・規制材車を後退しながらラバコンを積みこむ（ラバコン回収者の向き） ・ラバコン回収者は通行車両に正対しラバコン回収を行う

・車両誘導を指名された者は、車両誘導の役割を行う（前進・ ・車両誘導者と運転手の連携不 2 3 5 Ⅲ ・笛、手の合図、クラクションなど
　停車等） 足によりラバコンを落とし、一般 により連携を図る。

・緊急時の車両停止指示（シラスンダ－の活用） ・笛と手動作での合図、クラクションによる車輌発信合図を確実に 車両に当たる
　実施する（荷台に乗車する作業員は監視員がいるからと過信せず
警笛を直ぐに吹けるように準備（装着）しておく）

・誤進入防止矢印板・ラバコンを設置している場合は片づける。 ・複数人数による標識運搬及び本線横断時の合図の徹底
・可変速度標識の切替(目隠しの撤去) ・車両を停車し、目隠しを撤去後、残置している矢印板1枚、コーン1本を
　※目印として設置している矢印板・ラバコンを撤去する。 回収し、車両一周確認した後、後退作業にはいる。

・緊急時・異常状態の際は、シラスンダ－を使用し緊急停止を指示
・工事内容表示看板片付け ・本線横断時は保安員の指示に従う

・荷台作業員の安全確保
・作業時は、楽ちん楽座（転落防止）を使用する。設置出来ない場合は、 ・資機材により作業ｽﾍﾟｰｽ狭小（無理な姿勢）で作業とならないよう注意。 車両の荷台から転落し、自車及び 3 4 7 Ⅳ ・転落防止措置
アオリ部分に補助ロープを固定設置し、体制を崩した際、 通行する一般車に追突される。
　補助ロープを掴み転落を回避する。（荷台から設置時） ・同一規制内での同時作業（縦列後退）を禁止

・規制作業車同士が追突し、ケ 3 3 6 Ⅲ ・車両誘導者の指名
ガをする

を設置し接触事故防止を行う。
・可搬式標識車と規制材車を後退させながら矢印板等を回収する ・可搬式標識車と規制材車は、20ｍ～40ｍ間隔にて移動する ・標識車に一般車が追突しその 5 3 8 Ⅳ ・保安員の配置

・矢印板撤去時は、可搬式標識車を作業員が誘導する はずみで作業員が怪我をする
・誘導員の指示に従い、運転手は作業車両を後退させる ・誘導は、運転手より見える位置で且つ通行帯と反対側で行う。

・テーパー部解除時は保安員がテーパー先端に移動、 ・作業員が一般車に轢かれる 5 3 8 Ⅳ ・発炎筒、旗等により確実な注
解除に合わせ監視員は先へ先へと前進し、発炎筒・旗等によ 意喚起を行う
り一般車に注意喚起する

・矢印板撤去時は、テーパー部先端に発炎筒で仮テーパーを作る ・笛と手動作での合図、クラクションによる車輌発信合図を確実に
・仮テーパーの設置には発炎筒（３本）を使用し、保安員２名にて行う。仮テーパー設置後は車両　実施する
追い出し作業を行う。 ・追越車線からの標識車、規制材車の路肩への移動時は保安
・矢印板撤去は運転手2名、作業員1名にて行う。 　員の合図によりかつ安全確認を充分行い路肩へ移動する。
・規制材車両に矢印板を積み込んだ後、合図により可搬式標識車と規制材
　車は路肩へ一斉に移動する（追越規制時） ・発炎筒の使用後の回収と、発炎筒による火災に注意する ・発炎筒による火災が発生する 3 1 4 Ⅱ 消火するカンの配備

・次のインターまで回送、規制材（標識）は前進撤去とし、上流部から回収 ・可搬式標識車により注意喚起および後方防護を行う ・作業員が一般車に轢かれて 5 3 8 Ⅳ ・標識車を規制材車後方40～
　する(登坂規制内も同様) ・積み荷の確認 　怪我をする 50ｍに停車する

・車両移動時の荷台乗車の禁止 ・交通誘導員の配置と的確な誘
・登坂締切規制内の標識撤去は、後退回収を可とする 導を送る

・車両後退回収時、荷台に車両誘導員の配置（笛と手で合図を行う） ・規制作業車同士の追突で 3 3 6 Ⅲ ・笛、手の合図、クラクションなど
　ケガをする 　により連携を図る

・可変速度標識の切替(目隠しの撤去) ・複数人数による標識運搬及び本線横断時の合図の徹底 ・標識が倒れ通行車両に当たり 4 2 6 Ⅲ ・複数名にて作業する
事故となる ・車両一周確認は必ず複数人で

実施する。

・安全太郎の車両後部アオリの設置の禁止（荷台への積込み） ・車両誘導員の指名
・一宮管制室・メンテ事務所への規制終了連絡 ・規制整理番号確認

注意事項 ・作業員を荷台に乗せている時は移動に注意をする（規制内のみ）
・本線横断時の車間確認(本線横断時は保安員の指示に従う)
・専属の監視員を指名し配置する
・発炎筒の有効使用
・規制箇所の確認
・積荷の飛散防止確認
・標識、立て看板の転倒防止
・トンネル解除時はテーパー撤去完了時にも管制室に連絡する
・空規制区間が４ｋｍ以上になる場合は、２ｋｍ間隔ごとに『連続規制中』看板を設置する
・規制内の長時間の停車は通行帯からできるだけ離して停車する。
・停車車両が有る場合は接近しない様に停車間隔を確保する。故障車対応も同様
・規制内の短時間の停車の場合、誤進入防止矢印板等の回収の場合は運転手は運転席から離れない。
・停車時は駐車ブレーキ・フットブレーキ・ハンドル切り（防護柵の無い所は除く）を実施する（運転手乗車時）
・標識車の表示変更は、必ず運転手・助手の２名にて表示内容を目視確認する
・規制解除時2台以上の作業車がある場合は、200ｍ以上空け作業する
・登坂締切規制内の標識撤去は、後退回収を可とする
・通行帯側で作業を避ける事を原則とするが、必要な場合は監視員を確実に配置し作業を行う。
・ワイド車両の使用禁止
・夜間規制・トンネル内規制は、ブライトコ－ン（高輝度ラバコン）を使用する。
・作業開始時に決めた作業動作を変更する場合は、作業を一時中断し、作業責任者のもと変更内容を全員にて確認を行う。
・規制延長が長い場合など、アオリステップを使用する際は、車体に確実に設置固定し使用する。
・アオリステップは、作業員の転落防止対策の作業床を確保し、緊急時の退出が安易に出来る構造とする。別紙参照
・荷台からのラバコン設置・撤去は、作業員の足元に滑り止めマットを敷き、滑り止め対策と適切な作業空間を確保する。
・荷台からの昇降は専用の昇降用設備にて行う。
・はみ出し規制を行う場合は車線幅減少看板を現場上流側に設置する。

準　備　工

・作業前にシラスンダ－の動作確認（送信機・個々の作業員の受信機）

2025年3月31日

内　　　　　　　　　　　　　　容 留　　　意　　　事　　　項 危険性・有害性の洗い出し リスク低減措置

・規制延長に関わらず（ただし6kmまで）作業車３台、作業員６名で規制作業を行う

　標識車1台（運転手・助手）、看板車１台（運転手・助手）、ラバコン車１台（運転手・助手） こと
※6kmまでの理由：２ｔ車の積載量（ラバコン4.2ｋｇ/本（＠20ｍ）×300本＝1.26ｔ）

※6km以上の規制を設置する場合は、さらにラバコン車（運転手・助手）１台を追加する。

・車両誘導のみを行う専属の監視員を指名し配置（監視作業以外の作業を絶対にしてはならない）

　シラスンダーのテープ養生の確認

規制材（標識）設置

テーパー部設置
・追越車線へ進入する際は、誘導員2名にて誘導し、上流側誘導員の合図で誘導員2名
及び標識車・規制材車が横断する。
（線形の悪い箇所では上流側誘導員と連携して誘導を行う。その際上流側誘導員が、
中分側にて車間を確認できない箇所については、路肩側で合図後中分へ横断する）

ラバコン設置 ・作業の役割分担を明確にし、作業に専念する。

　※速度可変標識箇所についても、誤進入防止対策同様に、矢印板１枚・ラバコン１本を設置

・緊急時の際は、シラスンダ－を稼働し、運転手に緊急停車指示を伝達する。

交通監視・交通誘導

ラバコン撤去 ・作業の役割分担を明確にし、作業に専念する。

登坂規制標識撤去含む

・作業車同士の接触を防止するため、車両誘導者は停車している作業車等がある場合は

１００ｍ手前より、警笛及び手動作で運転手に周知し、最徐行運転を促し、停止
している車両用のセーフティーバー（２０m）手前で一旦停車し安全確認を行う。

※停止車両は接触防止のため、車両の２０ｍ下側にセーフティーバー等

テーパー部解除

規制材（標識）撤収


